
  

西東京市告示第47号 

 

 令和８年第１回西東京市議会定例会において議決を得た下記の予算を地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規定に基づき別添のとおり公表する。 

 

  令和８年３月27日 

 

                      西東京市長 池 澤 隆 史    

 

                 記 

 

１ 令和８年度西東京市一般会計予算 

２ 令和８年度西東京市国民健康保険特別会計予算 

３ 令和８年度西東京市駐車場事業特別会計予算 

４ 令和８年度西東京市介護保険特別会計予算 

５ 令和８年度西東京市後期高齢者医療特別会計予算 

６ 令和８年度西東京市下水道事業会計予算 

７ 令和８年度西東京市一般会計補正予算（第１号） 

８ 令和８年度西東京市一般会計補正予算（第２号） 

９ 令和７年度西東京市一般会計補正予算（第13号） 



議案第７号

令　和　８　年　度

西東京市一般会計予算



　令和８年度西東京市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ91,578,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　(債務負担行為)

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　(地方債)

　限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

　(一時借入金)

　6,000,000千円と定める。

　(歳出予算の流用)

　することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月２６日  提出

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和８年度西東京市一般会計予算

　(１)　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用
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第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

(単位:千円)

2- -

1 市 税 36,716,983

1 市 民 税 19,236,448

2 固 定 資 産 税 13,512,221

3 軽 自 動 車 税 150,308

4 市 た ば こ 税 1,066,890

5 都 市 計 画 税 2,751,116

2 地 方 譲 与 税 302,000

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 56,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 221,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 25,000

3 利 子 割 交 付 金 157,000

1 利 子 割 交 付 金 157,000

4 配 当 割 交 付 金 487,000

1 配 当 割 交 付 金 487,000

5 株式等譲渡所得割交付金 978,000

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 978,000

6 法 人 事 業 税 交 付 金 623,000

1 法 人 事 業 税 交 付 金 623,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 5,793,000

1 地 方 消 費 税 交 付 金 5,793,000

8 環 境 性 能 割 交 付 金 60

1 環 境 性 能 割 交 付 金 60

款 項 金 額

(単位:千円)

3- -

9 地 方 特 例 交 付 金 294,000

1 地 方 特 例 交 付 金 294,000

10 地 方 交 付 税 3,388,000

1 地 方 交 付 税 3,388,000

11 交通安全対策特別交付金 12,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 12,000

12 分 担 金 及 び 負 担 金 31,079

1 負 担 金 31,079

13 使 用 料 及 び 手 数 料 917,559

1 使 用 料 448,311

2 手 数 料 469,248

14 国 庫 支 出 金 17,749,531

1 国 庫 負 担 金 12,693,040

2 国 庫 補 助 金 4,996,267

3 委 託 金 60,224

15 都 支 出 金 15,926,188

1 都 負 担 金 4,798,135

2 都 補 助 金 10,649,120

3 委 託 金 478,933

16 財 産 収 入 406,104

1 財 産 運 用 収 入 154,595

2 財 産 売 払 収 入 251,509

17 寄 附 金 10,702

1 寄 附 金 10,702



款 項 金 額

(単位:千円)

4- -

18 繰 入 金 2,089,952

1 特 別 会 計 繰 入 金 95,214

2 基 金 繰 入 金 1,994,738

19 繰 越 金 500,000

1 繰 越 金 500,000

20 諸 収 入 1,638,942

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 25,001

2 市 預 金 利 子 8,815

3 貸 付 金 元 金 収 入 1,719

4 受 託 事 業 収 入 807,321

5 雑 入 796,086

21 市 債 3,556,900

1 市 債 3,556,900

歳 入 合 計 91,578,000

歳 出

款 項 金 額

(単位:千円)

1 議 会 費 549,677

1 議 会 費 549,677

2 総 務 費 9,077,991

1 総 務 管 理 費 7,235,974

2 徴 税 費 911,182

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 672,618

4 選 挙 費 161,505

款 項 金 額

(単位:千円)

5- -

2 総 務 費 5 統 計 調 査 費 36,809

6 監 査 委 員 費 59,903

3 民 生 費 50,799,079

1 社 会 福 祉 費 20,097,830

2 児 童 福 祉 費 22,401,902

3 生 活 保 護 費 8,299,347

4 衛 生 費 6,518,357

1 保 健 衛 生 費 2,809,935

2 清 掃 費 3,708,422

5 労 働 費 11,448

1 労 働 諸 費 11,448

6 農 林 費 87,091

1 農 業 費 87,091

7 商 工 費 259,398

1 商 工 費 259,398

8 土 木 費 5,794,909

1 土 木 管 理 費 514,271

2 道 路 橋 梁 費 1,071,482

3 河 川 費 121,809

4 都 市 計 画 費 3,886,265

5 住 宅 費 201,082

9 消 防 費 2,952,329

1 消 防 費 2,952,329

10 教 育 費 11,029,297



款 項 金 額

(単位:千円)

6- -

10 教 育 費 1 教 育 総 務 費 2,299,853

2 小 学 校 費 3,874,598

3 中 学 校 費 1,753,647

4 幼 稚 園 費 923,914

5 社 会 教 育 費 1,592,458

6 保 健 体 育 費 584,827

11 公 債 費 4,407,542

1 公 債 費 4,407,542

12 諸 支 出 金 10,882

1 土 地 開 発 基 金 費 347

2 財 政 調 整 基 金 費 10,535

13 予 備 費 80,000

1 予 備 費 80,000

歳 出 合 計 91,578,000



第２表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項 期 間 限 度 額

7- -

庁 舎 事 務 機 器 等 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１５年度まで

54,485

議員履歴管理システム機器リース料
令和９年度から
令和１２年度まで

292

田 無 庁 舎 機 械 室 消 火 設 備 改 修 工 事 令 和 ９ 年 度 6,245

市ウェブサイトシステム機器リース料
令和９年度から
令和１３年度まで

475

公 金 収 納 窓 口 機 器 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１３年度まで

22,135

代 替 店 舗 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

21,083

内 部 情 報 シ ス テ ム 機 器 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１３年度まで

39,191

公共施設予約管理システム機器リース料
令和９年度から
令和１３年度まで

16,412

東伏見コミュニティセンター指定管理料
令和９年度から
令和１０年度まで

28,086

市 民 交 流 施 設 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

49,712

コール田無多目的ホール等改修事業 令 和 ９ 年 度 302,250

戸 籍 総 合 処 理 シ ス テ ム リ ー ス 料
令和９年度から
令和１３年度まで

19,460

住民基本台帳ネットワークシステム
機 器 リ ー ス 料

令和９年度から
令和１３年度まで

29,273



(単位：千円)

事 項 期 間 限 度 額

8- -

コンビニ交付システム機器リース料
令和９年度から
令和１３年度まで

11,527

谷 戸 分 庁 舎 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

6,298

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
シ ス テ ム 機 器 リ ー ス 料

令和９年度から
令和１０年度まで

1,777

田無総合福祉センター給水・給湯改修事業 令 和 ９ 年 度 91,916

ひ ば り が 丘 保 育 園 大 規 模 改 修 事 業 令 和 ９ 年 度 103,669

住 吉 会 館 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

42,235

エコプラザ西東京ＬＥＤ照明リース料
令和９年度から
令和１８年度まで

12,912

道 路 管 理 シ ス テ ム 機 器 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１２年度まで

400

都 市 計 画 道 路 3 ・ 4 ・ 2 4 号 線
田 無 駅 南 口 交 通 広 場 整 備 事 業

令 和 ９ 年 度 797,651

南 町 六 丁 目 地 内 雨 水 管 布 設 替 工 事 令 和 ９ 年 度 106,229

公 園 指 定 管 理 料
令和９年度から
令和１２年度まで

1,217,523

消 防 ポ ン プ 車
令和８年度から
令和９年度まで

67,760

教 育 用 コ ン ピ ュ ー タ 機 器 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１３年度まで

27,881

(単位：千円)

事 項 期 間 限 度 額

9- -

教育情報センター増設機器リース料
令和９年度から
令和１３年度まで

64,535

小 学 校 受 変 電 設 備 取 替 事 業 令 和 ９ 年 度 55,598

小 学 校 普 通 教 室 空 調 設 備 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

405,240

小 学 校 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

123,571

小 学 校 受 水 槽 取 替 等 工 事
令和８年度から
令和９年度まで

59,400

小 学 校 水 飲 栓 直 結 給 水 化 工 事
令和８年度から
令和９年度まで

118,800

小学校特別支援学級児童送迎委託料
令和９年度から
令和１０年度まで

61,776

小 学 校 給 食 調 理 委 託 料
令和９年度から
令和１２年度まで

549,836

中 学 校 受 変 電 設 備 取 替 事 業 令 和 ９ 年 度 42,806

中 学 校 普 通 教 室 空 調 設 備 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

136,354

中 学 校 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 リ ー ス 料
令和９年度から
令和１８年度まで

89,310

中 学 校 受 水 槽 取 替 等 工 事
令和８年度から
令和９年度まで

25,000

中 学 校 給 食 調 理 委 託 料
令和９年度から
令和１２年度まで

491,992



(単位：千円)

事 項 期 間 限 度 額

10- -

中 学 校 給 食 配 送 委 託 料
令和８年度から
令和１３年度まで

339,695

デイジー編集・録音用機器リース料
令和９年度から
令和１３年度まで

5,432

図 書 館 利 用 者 用 イ ン タ ー ネ ッ ト
検 索 機 器 等 リ ー ス 料

令和９年度から
令和１３年度まで

425

図 書 館 防 犯 カ メ ラ リ ー ス 料
令和９年度から
令和１５年度まで

12,477

スポーツセンターエレベーター改修工事
令和９年度から
令和１０年度まで

27,340



第３表　地方債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

市 民 交 流 施 設 空 調 設 備 改 修 事 業 48,200

議場・委員会室音響設備等改修事業 86,700

証書借入

又　　は

証券発行

 ５．０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

40,700

庁 舎 設 備 等 改 修 事 業 44,600

庁 舎 非 常 用 自 家 発 電 機 改 修 事 業 647,800

コ ー ル 田 無 改 修 事 業 118,700

高 齢 者 福 祉 施 設 設 備 等 改 修 事 業 81,100

総合福祉センター受変電設備改修事業 26,300

田 無 柳 沢 児 童 セ ン タ ー 改 修 事 業 20,000

保 育 園 改 修 事 業 33,700

ひ ば り が 丘 保 育 園 改 修 事 業 56,600

障害者福祉施設空調設備改修事業

10,300学 童 ク ラ ブ 改 修 事 業

児 童 館 改 修 事 業 17,000
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

14,000

66,200

雨 水 対 策 事 業

66,600

水 路 改 修 事 業 59,100

雨 水 管 整 備 事 業

90,500

道 路 新 設 改 良 事 業 108,400

連 続 立 体 交 差 事 業 111,600

西 東 京 都 市 計 画 道 路
3 ・ 4 ・ 11 号 線 整 備 事 業

18,000

12,900

西 東 京 都 市 計 画 道 路
3 ・ 4 ・ 24 号 線 整 備 事 業

439,800

113,700

震 災 用 井 戸 改 修 等 事 業

消 防 団 詰 所 整 備 事 業

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

93,800

住 吉 会 館 改 修 事 業

向 台 町 三 丁 目 ・ 新 町 三 丁 目 地 区
地 区 計 画 関 連 周 辺 道 路 整 備 事 業

防 災 行 政 無 線 更 新 事 業

証書借入

又　　は

証券発行

 ５．０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

耐 震 性 防 火 貯 水 槽 整 備 事 業 67,400

- 12 -



（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

全国瞬時警報システム受信機更新事業

小 学 校 受 変 電 設 備 改 修 等 事 業

小 学 校 受 水 槽 等 改 修 事 業

小 学 校 給 食 室 空 調 設 備 改 修 事 業

114,200

証書借入

又　　は

証券発行

 ５．０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

25,400

237,000

48,000

中 学 校 空 調 設 備 改 修 事 業 39,700

40,600

119,100

中 学 校 ト イ レ 改 修 事 業

10,800

7,100

48,000

53,500

下 野 谷 遺 跡 整 備 事 業

中 央 図 書 館 ・ 田 無 公 民 館
外 壁 等 改 修 事 業

144,300

ひ ば り が 丘 図 書 館
屋 上 防 水 等 改 修 事 業

小 学 校 空 調 設 備 改 修 事 業

小 学 校 給 食 設 備 等 改 修 事 業

公 民 館 空 調 設 備 改 修 事 業

中 学 校 受 変 電 設 備 改 修 事 業 59,400
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

 ５．０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

証書借入

又　　は

証券発行

24,000

デ ジ タ ル 活 用 推 進 事 業 債

65,900

26,200

合　　　　　計

体 育 施 設 設 備 等 改 修 事 業

3,556,900

スポーツセンター大規模改修事業
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令　和　８　年　度

          議案第８号

西東京市国民健康保険特別会計予算





　令和８年度西東京市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,428,935千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　(一時借入金)

　500,000千円と定める。

　(歳出予算の流用)

　流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　　各項の間の流用

令和８年２月２６日  提出

西東京市長　　池 澤　隆 史

第２条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

(１) 保険給付費各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の

　　令和８年度西東京市国民健康保険特別会計予算
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議案第９号

令 和 ８ 年 度

西東京市駐車場事業特別会計予算



　令和８年度西東京市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ224,934千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

（一時借入金）

  10,000千円と定める。

令和８年２月２６日  提出

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和８年度西東京市駐車場事業特別会計予算

第３条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間
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議案第１０号

令　和　８　年　度

西東京市介護保険特別会計予算



　令和８年度西東京市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,515,805千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　(一時借入金)

　1,100,000千円と定める。

　(歳出予算の流用)

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　　の間の流用

令和８年２月２６日  提出

西東京市長　　池　澤　隆　史

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

(１) 保険給付費各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項

第２条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

令和８年度西東京市介護保険特別会計予算
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議案第１１号

令　和　８　年　度

西東京市後期高齢者医療特別会計予算



　令和８年度西東京市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,355,832千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年２月２６日  提出

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和８年度西東京市後期高齢者医療特別会計予算
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議案第１２号

令　和　８　年　度

西東京市下水道事業会計予算



 （総則）
第１条　令和８年度西東京市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

 （業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
　(１)  計画人口 201,920 人
　(２)  年間処理水量 ㎥
　(３)  一日平均処理水量 62,086 ㎥
　(４)  主な建設改良事業

　　　西東京都市計画道路築造関連事業 76,743 千円
　　　下水道ストックマネジメント関連事業 299,791 千円
　　  ポンプ設備関連事業 19,200 千円
　　

 （収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　下水道事業収益 3,356,153 千円
　　第１項　営業収益 2,061,176 千円
　　第２項　営業外収益 1,294,977 千円

　第１款　下水道事業費用 3,667,491 千円
　　第１項　営業費用 3,517,628 千円
　　第２項　営業外費用 140,863 千円
　　第３項　予備費 9,000 千円

 （資本的収入及び支出）

　第１款　資本的収入 769,680 千円
　　第１項　企業債 694,500 千円
　　第２項　負担金等 300 千円
　　第３項　出資金 30,937 千円
　　第４項　補助金 43,942 千円
　　第５項　その他資本的収入 1 千円

　第１款　資本的支出 1,107,172 千円
　　第１項　建設改良費 770,381 千円
　　第２項　企業債償還金 331,791 千円
　　第３項　予備費 5,000 千円

令和８年度西東京市下水道事業会計予算

22,661,496

収　　　　入

支　　　　出

収　　　　入

支　　　　出

　千円、過年度分損益勘定留保資金 284,696千円で補填するものとする。）。
に対し不足する額 337,492千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,796

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額
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 （債務負担行為）
第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

 （企業債）
第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

 （一時借入金）
第７条　一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　(１)  営業費用と営業外費用の間の流用

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又
　はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　(１)  職員給与費 123,549 千円

 （他会計からの補助金）
第10条　下水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、80,012千円で
　ある。

　令和８年２月２６日  提出

　　　西東京市長　　池　澤　隆　史

24,335　ポンプ制御盤取替工事

　据置期間を含み４０
年以内に償還する。
　ただし、市財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し若し
くは繰上償還又は低利
債に借換えすることが
できる。

利　率起債の方法

下水道事業 694,500
証書借入
又　　は
証券発行

令和９年度

事　　　項 期　間 限度額

起債の目的 限度額 償還の方法

５．０％以内

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる場合、

利率の見直しを行った

後においては、当該見

直し後の利率）
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議案第２７号

令　和　８　年　度

西 東 京 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）



白紙



　令和８年度西東京市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和８年３月９日  提出

令和８年度西東京市一般会計補正予算（第１号）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ123,349千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ91,701,349千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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議案第２８号

令　和　８　年　度

西 東 京 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）





　令和８年度西東京市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和８年３月２７日  提出

令和８年度西東京市一般会計補正予算（第２号）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ242,754千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ91,458,595千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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第２表　地方債補正

変　更

（単位：千円）

起 債 の 目 的

証書借入
又　　は
証券発行

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

起債の方法 利 率 償還の方法区　分 限度額

中学校空調設備改修事業

補正前 39,700

小 学 校 給 食 室
空 調 設 備 改 修 事 業

補正前 237,000

補正後 75,900

補正後 21,900
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議案第２９号

令　和　７　年　度

西 東 京 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 １３ 号）



　令和７年度西東京市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。　

　（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

西東京市長　　池　澤　隆　史

令和７年度西東京市一般会計補正予算（第１３号）

令和８年３月２７日  提出

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241,654千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ95,606,437千円とする。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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第２表　繰越明許費補正

追　加

（単位：千円）

２

３

第３表　地方債補正

１　追　加

（単位：千円）

２　変　更

（単位：千円）

10 教 育 費 中 学 校 費 中 学 校 維 持 管 理 費 25,485

款 項 事　業　名 金 額

10 教 育 費 小 学 校 費 小 学 校 給 食 事 業 費 216,720

証書借入
又　　は
証券発行

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

小 学 校 給 食 室
空 調 設 備 改 修 事 業

補正前 6,900

補正後 211,400

区　分

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

証書借入
又　　は
証券発行

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　据置期間を含み
２５年以内に償還
する。ただし、市
財政の都合により
据置期間及び償還
期限を短縮し若し
くは繰上償還又は
低利債に借換えす
ることができる。

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

中学校空調設備改修事業 20,300

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法
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